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総行行第２１１号 

  国不入企第１７号 

令和５年５月３１日 

 

各都道府県担当部局長 殿 

（市区町村担当課、財政担当課、入札契約担当課扱い） 

各指定都市担当部局長 殿 

（財政担当課、入札契約担当課扱い） 

 

 

総 務 省 自 治 行 政 局 行 政 課 長 

（ 公 印 省 略 ） 

  

国土交通省不動産・建設経済局建設業課長 

（ 公 印 省 略 ） 

                          

 

公共工事等の入札及び契約の適正化に向けた都道府県公契連の 

積極的な開催等について 

 

 

 公共工事等（公共工事及び公共工事に関する測量・調査・設計をいう。以下同

じ。）の入札及び契約については、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関

する法律（平成１２年法律第１２７号。以下「入札契約適正化法」という。）、

公共工事の品質確保の促進に関する法律（平成１７年法律第１８号）等を踏まえ、

これまでも地方公共団体に対して、入札契約適正化法による義務付け事項のう

ち未実施のものについて速やかに措置を講ずるとともに、「公共工事の入札及び

契約の適正化を図るための措置に関する指針」（平成１３年３月９日閣議決定。

令和４年５月２０日最終変更。以下「適正化指針」という。）及び「発注関係事

務の運用に関する指針」（令和２年１月３０日公共工事の品質確保の促進に関す

る関連省庁連絡会議申合せ。以下「運用指針」という。）の趣旨を踏まえ、入札

及び契約の適正化を着実に進めるよう繰り返し要請を行ってきたところです。 

しかしながら、依然として、市区町村における公共工事等の入札及び契約につ

いては「令和４年度入札契約適正化法に基づく実施状況調査」や「令和４年度業

務に関する運用指針調査」の結果等にみられるとおり、都道府県に比べて取組が

遅れている等の課題が指摘されているところです。 

とりわけ、中長期的な担い手の育成確保に向けて、技能者の処遇改善に加えて

建設業における働き方改革の推進や生産性向上が求められる中、適正な予定価

格の設定やダンピング対策、適正な工期の設定や施工時期の平準化、情報の公表、

建設キャリアアップシステムの活用等、公共工事等の入札及び契約の適正化の
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取組の重要性が高まっています。 

ついては、貴都道府県におかれては、国（総務省・国土交通省）、都道府県及

び市区町村の緊密な連携のもと、地方公共団体相互の情報交換や取組事例の共

有等による適正化指針に沿った取組等が一層促進されるよう、公共工事契約業

務連絡協議会その他の各都道府県が主催し管内市区町村の公共工事契約担当官

が参画する会議（以下「都道府県公契連」という。）の積極的な開催（研修会等

の開催を含む。）に努めるようお願いします。 
加えて、都道府県公契連の開催に当たっては、国による市区町村への直接の働

きかけや情報の提供等を行う機会を設けていただくよう協力をお願いするとと

もに、公共工事等の入札及び契約の適正化の取組を進めるためには、発注担当部

局、財政担当部局など様々な関係部局との緊密な連携が必要であることを踏ま

え、必要に応じ、これらの部局へ積極的な参画を促し、連携を図るようお願いし

ます。 

なお、本通知は、入札契約適正化法第２０条第２項に基づく要請及び地方自治

法（昭和２２年法律第６７号）第２４５条の４第１項に基づく技術的な助言であ

ることを申し添えます。 

 


